
きょうと婚活応援センター公式サイト広告業務仕様書 
 

第１ 目的  

きょうと婚活応援センターが管理する公式サイト（以下「センター公式サイト」という。）への広告

掲載を適正に行うため、京都府広告取扱要綱(以下「要綱」という。)及びきょうと婚活応援センター

公式サイトにおけるバナー広告要領(以下「要領」という。)に基づく広告の取扱について、必要な事

項を定めるものとする。 

 

第２  募集広告内容 

１ 広告の種類 

広告の種類は、バナー広告（画像広告）とする。 

２ 広告の規格 

広告の規格および枠数等は、原則として次のとおりとする。 

 (1) A枠 

  ・大きさ    縦 430ピクセル 横 1120ピクセル 

    ・枠数     最大３枠 

  ・表示方法   約５０秒から７０秒の間に約１０秒表示 

  ・ファイル形式 静止画像（JPEGもしくは PNG ※透過 PNG・GIFアニメーションは不可） 

   ・容量     500キロバイト以下    

  ・代替(ALT属性)テキスト 「広告：広告掲載事業者社名」 

  ・応募可能数  月１枠 

  ・掲載料    １枠 ３０，０００円 

  ・その他    画像の上部に広告と表示し、画像内左下に「(企業名)はきょうと婚活応援 

のセンター事業を応援します！」と記載すること。 

（2）B枠 

・大きさ    縦 60ピクセル 横 194ピクセル 

    ・枠数     ５枠  

  ・表示方法   センター公式サイト下段に常時表示 

  ・ファイル形式 静止画像（JPEGもしくは PNG ※透過 PNG・GIFアニメーションは不可） 

   ・容量     50キロバイト以下   

  ・代替(ALT属性)テキスト 「広告：広告掲載事業者社名」 

  ・応募可能数  月１枠 

  ・掲載料    １枠 ５，０００円 

   

３ 掲載期間等 

要領第４条に定める広告の掲載等の期間は月単位とし、A 枠、B 枠とも最長１年(ただし、年度

途中からの掲載の場合は当該年度の３月３１日まで)継続して掲載を申込みすることができる。 



４ 申込方法 

掲載希望日の前月５日までにメール、郵送または FAX により申込書(広告要領第１号様式)に

より申込みをし、府が指定する日(概ね掲載開始月の１週間前)までに画像を提出できるように

すること 

 

５ 広告の掲載 

  広告の掲載及び削除については、府が行う。 

 

６ リンク先の変更 

  広告のリンク先の URLを変更するときは、変更しようとする日から起算して１０日前までに 

電子メールにより京都府に報告すること 

 

７ その他 

  上記に規定のない項目については、府の指示に従うこと。 

   

第４ 留意事項 

 １ 業務期間はもとより業務期間終了後も、当該業務で知り得た機密等の取扱については厳守する

こと。 

 ２ 広告が掲載された場合、掲載内容及び広告主について府が推奨等をするものではなく、広告及

び掲載に関する責任は広告主に帰属すること 

 ３ 本業務仕様書に定めのない事項については、府と協議するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


